
東京都港区西新橋二丁目１５番１２号

日立キャピタルオートリース株式会社

代表取締役社長　　　鈴木　健二

貸借対照表（平成19年3月31日現在）

　（単位 百万円：未満切捨）

流動資産 流動負債

現金及び預金 買掛金

売掛金 短期借入金

未収リース 1年以内返済予定長期借入金

前払費用 短期債権譲渡債務

未収入金 未払金

繰延税金資産 未払費用

その他 未払法人税等

貸倒引当金 前受金

固定資産 預り金

有形固定資産 その他

貸与資産 固定負債

建物 長期借入金

構築物 長期債権譲渡債務

機械装置 退職給付引当金

車輌運搬具 役員退職慰労引当金

器具備品 受入保証金

土地 その他

無形固定資産

借地権

ソフトウェア 株主資本

のれん 資本金

電話加入権 資本剰余金

投資その他の資産 資本準備金

投資有価証券 利益剰余金

出資金 利益準備金

長期貸付金 その他利益剰余金

長期前払費用 別途積立金

車輌リサイクル預託金 繰越利益剰余金

差入敷金保証金 評価・換算差額等

繰延税金資産 その他有価証券評価差額金

その他

資産合計 １２８，２５６ 負債・純資産合計 １２８，２５６

５７１ １

２８０ 純資産合計 ９，６７３

７３８ １，０８２

１３１ １

７ ４，００２

６，１４１ ２，９２０

６ ４，０２７

０ ２５

０ ５，３４５

７，８７７ ５，３４５

１７２ ９，６７２

６６０ ３００

８３６ 負債合計 １１８，５８２

２ （純資産の部）

５ ２２８

６３ ５

１２ ４２６

０ ４２

５４ ５１，０００

０ ２２，７９９

１０８，１０４ ３１

１０７，９６６ ７４，５０２

△１５０ ２，７６７

１１６，８１８ １３２

４４５ ３７１

１８４ ３５

４，０６９ １５，７１４

２，９１１ ７８８

６０６ １８，２３０

３，２３０ ２，１００

１１，４３８ ４４，０８０

１３９ ３，９０９

（資産の部） （負債の部）

第１８期　（平成１８年度）

科　　　　　　目 金　　　額 科　　　　　　目 金　　　額



損益計算書（自平成18年4月1日　至平成19年3月31日）

　（単位 百万円：未満切捨）

売上高

リース売上高

その他売上高

売上原価

リース売上原価

その他売上原価

資金原価

売上総利益

販売費及び一般管理費

営業利益

営業外収益

受取利息及び配当金

雑収益

営業外費用

支払利息

雑損失

経常利益

特別利益

特別損失

税引前当期純利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

当期純利益

６８８

１，００１

１，３６５

△３２３

－

－

７ ２８

１，３６５

２０

１

５１ ５２

１，３４１

５，６００

４，２５９

３，９２７

７５７ ４８，２３１

４３，５４６

４８，５１９

５，３１２ ５３，８３１

科　　　　　　　　　　目 金　　　　　　　　額



個別注記表

１．重要な会計方針に係る事項に関する注記
1-1．資産の評価基準及び評価方法
（1）有価証券の評価基準及び評価方法
　　　　その他の有価証券
　　　　　市場価格のあるもの・・・決算日の市場価格に基づく時価法（評価差額は全部純資産
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直入法）によっております。
　　　　　市場価格のないもの・・・移動平均法による原価法によっております。

1-2．固定資産の減価償却の方法
（1）貸与資産
　　　　リース期間を償却年数とする定額法によっております。
　　　　なお、貸与資産の処分損失に備えるため減価償却費を追加計上しており、当事業
　　　　年度における追加計上額は３千６百万円であります。
　　　　この結果、当事業年度末の追加計上に係る減価償却累計額は２億６千４百万円で
　　　　あります。

（2）貸与資産以外の有形固定資産
　　　　定率法によっております。
　　　　ただし、平成10年4月1日以降に取得した建物（附属設備を除く）については、
　　　　定額法によっております。

（3）無形固定資産
　　　　定額法によっております。
　　　　なお、ソフトウェアについては、社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法
　　　　によっております。
　　　　また、のれんについては、償却年数５年の定額法によっております。

1-3．引当金の計上基準
（1）貸倒引当金
　　　　営業債権を個々の回収実績に応じて、正常先債権、要注意先債権、破綻懸念先債権、
　　　　実質破綻先債権、破綻先債権の５区分に分類し、それぞれ次のとおり回収不能見込額
　　　　を計上しております。
　　　　　①正常先債権・・・過去の貸倒実績率を適用して算出した回収不能見込額に、回収
　　　　　　　　　　　　　　期間等事業特性を考慮した額を計上しております。
　　　　　②要注意先債権・・・各債権の状況に応じてその１０％～５０％を計上しております。
　　　　　③破綻懸念先債権・・・その全額を計上しております。
　　　　　④実質破綻先債権及び破綻先債権・・・その全額を貸倒損失として費用処理しており
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ますので、貸倒引当金としての計上はありません。

（2）退職給付引当金
　　　　従業員の退職金支給に備えるため、当該事業年度末における退職給付債務及び年金
　　　　資産の見込額に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しており
　　　　ます。

（3）役員退職慰労引当金
　　　　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づき計算を行ない、当事業年度末の
　　　　要支給額を計上しております。



1-4．収益及び費用の計上基準
（1）リースは、リース期間経過基準によっております。

1-5．その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
（1）リース取引の処理方法
　　　　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース
　　　　取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

（2）消費税等の会計処理
　　　　税抜方式によっております。

1-6．重要な会計方針の変更
（1）役員賞与に関する会計基準
　　　　当事業年度から、「役員賞与に関する会計基準」 （企業会計基準第4号　平成17年
　　　　11月29日） を適用しております。この結果、従来の方法に比べて販売費及び一般
　　　　管理費が20百万円増加し、営業利益、経常利益及び税引前当期純利益がそれぞれ
　　　　同額減少しております。

（2）貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準
　　　　当事業年度から、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」 （企業会計
　　　　基準第5号　平成17年12月9日） 及び 「貸借対照表の純資産の部の表示に関する
　　　　会計基準等の適用指針」 （企業会計基準適用指針第8号　平成17年12月9日） を
　　　　適用しております。
　　　　これによる当事業年度の損益に与える影響はありません。なお、従来の資本の部の
　　　　合計に相当する金額は、9,673百万円であります。

（3）企業結合に係る会計基準及び事業分離等に関する会計基準
　　　　当事業年度から、「企業結合に係る会計基準」 （企業会計審議会　平成15年10月31
　　　　日）、｢事業分離等に関する会計基準」 （企業会計基準第7号　平成17年12月27日）
　　　　及び｢企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」 （企業会計
　　　　基準適用指針第10号　平成17年12月27日） を適用しております。

２．貸借対照表に関する注記
2-1．有形固定資産の減価償却累計額 ８１，１９５ 百万円
　なお、貸与資産の取得価額から国庫補助金による圧縮記帳額８２百万円を控除して
　おります。

2-2．関係会社に対する金銭債権及び金銭債務
　 （1）短期金銭債権 ２，８８１ 百万円
（2）短期金銭債務 １０，１００ 百万円
（3）長期金銭債権 ８４ 百万円
（4）長期金銭債務 ５，０００ 百万円

2-3．車輌リサイクル預託金
　　回収不能見込額２５百万円を同預託金より直接控除しております。



３．損益計算書に関する注記
3-1．関係会社との取引高
（1）営業取引による取引高
　　　　売上高 １，０１０ 百万円
　　　　仕入高 １ 百万円
　　　　その他 ４７１ 百万円
（2）営業取引以外の取引高 ４ 百万円

3-2．法人税、住民税及び事業税
法人税、住民税及び事業税には、過年度の申告修正による還付金等△２０１百万円
が含まれております。

４．税効果会計に関する注記
繰延税金資産の主な内容は、譲渡損益調整額、賞与引当金限度超過額、貸倒引当金限度
超過額及び繰越欠損金であります。
なお、評価性引当金は８百万円であります。
また、繰延税金負債の内容は、その他有価証券評価差額金であります。

５．関連当事者との取引に関する注記
5-1．親会社

（単位：百万円）

被所有 ５３４ ６６

  直接100％ （注1）

２９６ １３１

（注2）

８，０６９ ９，７３０

５，０００ ５，０００

１８ ０

（注3）

１６７ ０

（注3）

の譲渡 （注4）

３２，７５１ －

６，１９７ －

２５９，９７８ －

被所有 ４７６ ３９

  間接60.57％ （注1）

取引条件及び取引条件の決定方針等

（注1）　車輌リースについては、市場価格を勘案し、協議の上決定しております。

（注2）　保証料については、車輌原価を基準として、決定しております。

（注3）　資金の借入については、市場金利に連動した利率によっております。

（注4）　オートローン事業の譲渡については、親会社の方針に基づいて実施したものであり、

　　　　　当社の算定した対価に基づき交渉の上、決定しております。

（注5）　取引金額には消費税等を含めず、期末残高には消費税等を含めております。

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(注5）

科　　目
期末残高
（注5）

親会社 日立キャピタル(株) オートリース 車輌リース 未収リース

属性 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

部門の協働

資金の借入 保証料支払 未払金

役員の兼任

短期資金返済 短期借入金

　(注3）

長期資金借入 長期借入金

　(注3）

受取利息 未収入金

支払利息 未払費用

オートローン事業

譲渡資産合計 －

譲渡負債合計 －

保証債務額 －

親会社 （株）日立製作所 親会社の 車輌リース 未収リース

親会社



5-2．兄弟会社等
（単位：百万円）

オートリース事業

の譲受 (注1）

１，４２０ －

２，２００ －

７７９ －

車輌整備事業

の譲受 (注2）

１０９ －

１５２ －

４３ －

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1） 　オートリース事業の譲受については、外部機関の評価結果に基づき、協議の上、

 　　 　　譲受価額を決定しております。

　　　　　なお、取引内容については、「７．共通支配下の取引等に関する注記」に記載しております。

(注2）　 車両整備事業の譲受については、帳簿価額及び不動産鑑定士による土地評価額に基づき、

　　　　　協議の上、譲受価額 を決定しております。

　　　　　なお、取引内容については、「７．共通支配下の取引等に関する注記」に記載しております。

（注3）　取引金額には消費税等を含めておりません。

６．１株当たり情報に関する注記
（1）１株当たり純資産額 １，６１２，３０６ 円 ８４銭
（2）１株当たり当期純利益 １６６，９３２ 円 ３３銭

７．共通支配下の取引等に関する注記
（1）移管対象となった事業の名称及びその内容
平成18年4月1日を期日として、日立電鉄株式会社より、リース事業及び車輌整備事業を
譲受けております。

（2）法的形式
営業譲渡

（3）取引の目的を含む取引の概要
① リース事業については、事業規模(車輌管理台数等)の拡大を目的としております。
② 車輌整備事業については、リース車輌のメンテナンス並びに日立従業員へのサービス
　　強化を目的としております。

（4）実施した会計処理の概要
① リース事業
平成18年3月末日現在の帳簿価額は14億2千万円、譲受価額は22億円、差額7億7千
9百万円は、のれんに計上しております。また、のれんは5年で定額法償却しております。

② 車輌整備事業
平成18年3月末日現在の帳簿価額は1億9百万円、譲受価額は1億5千2百万円、差額
4千3百万円は、のれんに計上しております。また、のれんは5年で定額法償却しており
ます。

属性 会社等の名称
議決権等の所有
（被所有）割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
(注3）

科　　目 期末残高

親会社の 日立電鉄(株) － 親会社の

子会社 子会社

譲受資産合計 －

譲受価額合計 －

の　れ　ん －

の　れ　ん －

譲受資産合計 －

譲受価額合計 －


